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当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）の導入に関する 

定款の一部変更についてのお知らせ 
 
当社取締役会は平成21年 2月 26日付けで、平成21年 3月 30日開催予定の第24期定時株主総会に、下記の

とおり「当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）の導入に関する定款の一部変更の件」に

ついて付議することを決議しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

 

  当社は、平成19年 3月 29日開催の当社第22回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂いた

上で、有効期間を平成20年 12月期（2008年度）の事業年度に関する定時株主総会（平成21年 3月 30

日開催予定）の終結までとする「当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン」（以下「現プラン」と

いいます。）を導入いたしました。 

その後も、当社取締役会は、買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社の企業価値・株主共同の利

益を維持・向上させるための取組みとして、現プランについて更に検討を進めてまいりました。その結果、

当社取締役会は平成 21 年 2 月 26 日付けで、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、

新たな対応プランを導入することを決議いたしました。つきましては、株主の皆様の意思を法的に明確な

形で反映させるため、当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）を当社株主総会の決

議事項とすべく、第18条を新設するものであります。 
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２．変更の内容 

 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 18条～第44条 （略） 

 

（株主総会決議事項） 

第 18条 株主総会は、法令または定款に別段の定め

のある事項のほか、当会社の株式等の大量

買付行為に対する対応方針を決議するこ

とができる。 

     ② 前項に定める株主総会の決議は、議決権を

行使することができる株主の議決権の3分

の1以上を有する株主が出席し、その議決

権の3分の2以上をもって行う。 

 

第 19条～第45条 （現行どおり） 

以 上 

 


